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第１章 経営戦略の策定に当たって 

１ 策定の趣旨 

 

本町の下水道事業は、昭和62年に事業認可を受け、下水道施設の整備を開始しました。平成6

年に一部を供用開始した以後も継続して整備を行い、令和 2 年度末時点では事業認可区域におけ

る下水道普及率は 100％に達しました。 

下水道は衛生的で快適な生活環境を確保するために不可欠なものであり、サービスの提供を止める

ことはできません。そのため本町では、平成 23 年度より地方公営企業法を全部適用して経営状況の

見える化を進め、将来に渡って安心で快適な下水道サービスを提供できる経営に努めてきました。 

平成 26 年度に総務省より「経営戦略の策定」が求められたことにより、本町では平成 28 年度に

「志免町下水道事業経営戦略」を策定しました。これは、経営環境の変化に適切に対応し、将来にわ

たって安定的に事業を継続していくために、中長期的な視野に立った経営の基本計画となるものです。 

前回の経営戦略策定から5年が経過したため、現状を踏まえたより実効性の高いものとするため、内

容の見直しを行います。 

 

２ 計画期間 

 

総務省の「経営戦略策定・改定ガイドライン（平成 31年３月 29日）」に準拠し、策定期間を令

和 4年度から令和 13年度までの 10年間とします。  
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第２章 事業概要 

１ 事業の状況 

 

（１）事業の状況 

本町の公共下水道は、昭和 62年度に事業認可を受け事業に着手し、平成 6年度から供用を開

始しています。 

全体計画面積は869.0ha（多々良川流域下水道）であり、そのうち807.2haを事業計画区域

と定め、整備を進めています。 

令和 2 年度末における事業の状況は表 2-1 のとおりです。なお、本町では流域下水道へ接続して

いるため、処理場施設は有していません。 

行政人口に対する供用開始区域内人口の普及率は 100.0％で、そのうちの水洗化率は 96.6％

と高い水準となっています。 

 

表 2-1 事業の状況 

行 政 人 口 46,509人 

計 画 処 理 人 口 46,509人 

供 用 開 始 区 域 内 人 口 46,509人 

全 体 計 画 面 積 869.0ha 

事業計画（認可）面積 807.2ha 

処 理 区 域 内 人 口 密 度 57.6人/ha 

普 及 率 100.0% 

水 洗 化 人 口 44,914人 

水 洗 化 率 96.6% 

汚 水 管 延 長 151,418.9m 

年 間 有 収 水 量 3,911,658㎥ 

（令和 2年度末現在） 
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図 2-1 下水道計画一般図（令和 2年度） 
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（２）管渠の状況 

管渠の年度ごとの布設状況を図 2-2 に示しています。管渠総延長の 71％は 20年以上前に布設

されたものであり、全体の22％は30年以上が経過しています。管渠の法定耐用年数は50年であり、

大部分の更新はまだ先ではありますが、今後、特定の年度に修繕や改築更新が集中しないよう計画

的に平準化した維持管理を実施する必要があります。 

 
図 2-2 管渠の年度別布設状況 

（３）人口の状況 

本町のこれまでの人口推移及び将来推計は図 2-3のとおりです。 

令和 2年度の行政人口は 46,509人（実績）で、令和 12年度には 46,714人、令和 22年

度には 47,066 人と緩やかに増加するものの、令和 27 年度には 46,939 人と令和 22 年度と比較

すると僅かに減少になり、その後も緩やかに減少していくと予測しています。しかし長期的にみると、人口

は小幅ながらも継続的に増加する見通しのため、有収水量も緩やかに増加するものと予測しています。 

 
図 2-3 人口推移、将来推計 
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（４）下水道使用料 

下水道使用料は使用水量に応じて次のとおり定めています。下水道使用料は、下水道施設の維

持管理にかかる費用に充てるため、下水道を使用される皆様にご負担をいただいています。 

 

表 2-2 下水道使用料 
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２ 経営の状況 

 

（１）類似団体との比較 

総務省の類似団体区分における本町の経営の状況は次のとおりです。なお、令和2年度については、

新型コロナウイルス感染症に関する支援策として実施した下水道使用料の減免の影響により、経常収

支比率や経費回収率の一時的な低下がみられます。 

 

①  経常収支比率 

  
 

② 企業債残高対事業規模比率 

  
 

③ 経費回収率 

   

経常収支比率は 100％を超える場合

黒字とされ、本町は継続して健全な経

営状況にあると言えます。将来的な更

新投資増加等に備え、高い経常収支

比率の維持が必要となります。 

企業債残高対事業規模比率は、類似

団体平均に比べて低くなっています。新

規起債額より償還金額が大きいことか

ら、今後は比率が減少する見込みであ

り、財務的に比較的健全な経営状況

にあると言えます。 

経費回収率は類似団体平均に比べて

高く、令和 2 年度を除き 100％程度と

なっており、本来使用料で回収すべき費

用を使用料で賄えている状況にありま

す。今後もこの水準を維持できるよう適

正な使用料水準と費用の削減について

検討を進めていきます。 
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④ 汚水処理原価 

  
 

⑤ 水洗化率 

 
 

⑥ 管渠老朽化率 

  
 

  

汚水処理原価は、有収水量 1㎥当た

りの汚水処理に要した費用であり、本

町は類似団体平均をわずかに上回って

いることから、経営改善の検討が必要で

す。なお、令和 2年度は外出自粛など

の影響により有収水量が大幅に増加し

たため、原価が大きく減少しています。 

水洗化率は、現在処理区域人口のう

ち、実際に水洗便所を設置して汚水処

理をしている人口の割合を表した指標

です。本町は令和 2年度で 96.6%と

類似団体平均を大きく上回っています。 

管渠老朽化率は、法定耐用年数を超

えた管渠延長の割合で、このような管渠

がないことから 0%となっています。今後

は、将来的な老朽化に備え、ストックマ

ネジメント計画等に基づいた適切な更

新・維持管理を行っていきます。 
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第３章 経営の基本方針 

 

本町の下水道事業は、事業認可区域内の整備が完了しており、現在は第６次志免町総合計画

の基本目標の１つである「環境にやさしく快適に暮らせるまち」の実現を目指し、快適な住環境を持続

できるよう適切な維持管理に努めています。 

しかし、下水道事業を取り巻く経営環境は、これまでに整備した施設の老朽化に伴う更新により多

額の投資費用が見込まれ、厳しい状況になっていくことが予想されます。 

 公共下水道事業は、快適な暮らしと町内の衛生環境を保つために必要であり、将来にわたって持続

可能な事業運営を実現するため、下記の取り組みを基本方針として実施していきます。 

 

１．安全で快適な暮らしと良好な衛生環境を守ります 

  下水道施設の機能を将来にわたり維持していくため、ストックマネジメント計画に基づき、適切な維

持管理を実施しながら、計画的に下水道施設の再構築を進めていきます。 

 

２．効率的で持続可能な公共下水道事業の運営 

  下水道事業の財政状況を健全に維持するため、民間活力を導入し、計画的な管理や業務効率

化の検討を行い、コストの縮減を図ります。 

 確実に下水道事業を運営するため、実務を通した技術の継承などにより、効果的な人材の育成を

図ります。 
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第４章 投資計画と財政計画 

１ 投資についての説明 

 

（１）投資の目標 

下水道施設の長寿命化にかかる建設事業については、ストックマネジメント計画に基づき、投資の平

準化や合理化に努めます。 

 

（２）投資の試算 

①管渠の整備 

必要度に応じた更新に努めるとともに、特定の年度の工事費が増大しないように毎年度平準化し

た整備を行います。これに必要な投資として、毎年 0.3～1.1億円の建設改良費を見込んでいます。

令和 5 年度、6 年度は都市計画道路の整備に合わせた下水道整備の計画があるため、その整備

費用を見込んでいます。 

 

②流域下水道建設負担金 

多々良川流域下水道多々良川浄化センターに接続しているため、当該施設の更新等に必要な

投資の負担金を支出しています。これに必要な投資として、毎年 0.4 億円程度の建設負担金を見

込んでいます。 

 

③事業費総額 

建設改良費及び流域下水道建設負担金は、令和 4年度からの計画期間 10年間で総額8.9

億円を見込んでいます。 
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図 4-1 事業費総額予測 

 

（３）民間活力の活用 

民間委託として、水道事業と共同で使用料徴収業務を委託しています。なお、令和 5 年度からは

委託業務の拡大も見込んでいます。今後、より効率的な経営の実現のため、他の活用についても検討

していきます。なお、活用にあたっては、民間委託と直営の費用対効果や業務負荷削減効果等を比

較検討します。 

 

（４）防災安全対策 

災害時の事故等を未然に防止するため、浮上防止機能を有した人孔鉄蓋への更新を進めています。

今後は、下水道管の点検・調査を行い、更新時に耐震性の強い下水道管を布設していくことを検討し

ます。 

 

（５）組織 

現在は、事務職 5人、会計年度任用職員 1人の計 6人の職員で運営しています。計画期間では、

委託業務の拡大により令和5年度より事務職を1人削減し、4人での運営を予定しています。一方で、

将来的な更新投資等に向け、技術継承が重要となってくるため、適切な人員配置や教育・研修に取り

組む必要があります。 

 

（６）広域化・共同化 

現在、県が主体となって広域化・共同化の取り組みを推進しています。今後も、県や周辺自治体と

連携して、課題解決に向けた取り組みを検討します。 
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２ 財源についての説明 

 

（１）財源の目標 

下水道事業の将来を見据えた投資を安定的・継続的に行うためには、適正な財政計画が必要とな

ります。 

なお、令和 2 年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により使用料収入の減少があり

ましたが、令和 3年度以降はこれまでと同水準の見込みとなっています。 

本財政計画では、事業経営の存続のため毎年度の損益が赤字となることのないように効率性を高

めた経営を実施し、将来の投資に備え財政基盤の充実を図るとともに、計画期間内での経費回収率

100％以上の達成を定量的な財政目標として設定します。 

 

（２）財源の試算 

①使用料収入 

行政区域内人口の増加に伴い水洗化人口の増加を見込んでいます。水洗化率は令和 2 年度

において 96.6％と高い水準ではありますが、未接続の古い住宅の建て替えが進んでいることから、今

後も緩やかに上昇すると見込まれます。 

 
図 4-2 水洗化人口、水洗化率予測 
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水洗化人口の増加に伴い、有収水量は次のように見込んでいます。 

 
図 4-3 有収水量予測 

 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症による影響から使用料収入の減少がありましたが、令

和 4年度以降は有収水量の増加に伴い使用料収入は逓増する見込みです。 

なお、高資本費対策に要する経費に係る一般会計繰入金が令和5年度で終了する見込みであ

ることから、令和 6 年度から純利益の水準が低下しますが、期間を通じて損益が赤字にならない見

通しです。また、固定資産の耐用年数到来が進むことによる減価償却費負担の逓減や、企業債元

金の減少に伴う利息負担の逓減により、計画期間以降は純利益が増加する予測です。 

 
図 4-4 使用料収入、純利益予測 

 

本町における経営健全化に関する目標として、計画期間内における経費回収率 100％以上の

維持を設定します。経費回収率が 100％以上であることは、本来使用料で回収すべき費用を使

用料で賄えていることを示し、健全な経営状況にあると考えられるため、当該指標を財政的な目標

とするものです。 
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図 4-5 経費回収率予測 

 

②一般会計繰入金 

令和 2 年度は、一般会計から 4.3 億円を他会計負担金として受けており、同年度の使用料収

入に対する一般会計繰入金の比率は 83％となっています。なお、当該一般会計繰入金はすべて

基準内繰入金であり、収益的収支を賄うための基準外による繰入はなく、今後もこのような基準外

繰入金は発生しない見込みです。 

公共下水道の受益者負担の原則の考え方によれば、公共下水道事業の維持費等収益的支

出は下水道使用料で賄う必要があり、今後もこの状況を維持することが求められます。 

 
図 4-6 一般会計繰入金予測 

 

③企業債 

下水道事業の建設改良に際しては、企業債の発行による事業実施が必要不可欠であるため、

国庫補助金等で賄えない事業費の財源は企業債で賄い 30 年にわたり償還しています。また、この

ような企業債の償還と固定資産の使用の世代間負担の公平を図るため、資本費平準化債を発行

しています。 
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令和 2 年度末における企業債残高は 69 億円に上りますが、下水道事業初期に要した企業債

の償還が進み、今後は企業債の残高は減少していきます。企業債残高の減少に伴い、1 人当たり

の借入金残高も減少する見込みです。企業債残高の減少により財務的な安全性を高め、下水道

事業の安定経営を図ります。 

 
図 4-7 企業債残高予測 

 

④キャッシュ・フロー 

令和 3年度末におけるキャッシュ・フロー（以下、CF）はそれぞれ次のとおり見込んでいます。 

・業務活動によるＣＦ    3.7億円 

・投資活動によるＣＦ    1.2億円 

・財務活動によるＣＦ  △3.6億円 

計画期間では、業務活動による CF及び投資活動による CF はプラスとなり、財務活動による CF

はマイナスとなる見込みです。 

業務活動による CF は、使用料による収入や維持費等による支出の資金の増減であり、プラスの

場合、下水道事業として資金が獲得できていることを表しています。計画期間では毎年 2.5～3.3

億円程度のプラスとなっていますが、これには減価償却費等の現金支出のない経費による影響が大

きくなっています。 

投資活動による CF は、建設改良に関する支出や国庫補助金及び一般会計からの繰入金によ

る収入等の資金の増減であり、下水道に関する投資の状況を表しています。国庫補助金等で不足

する部分は、企業債の起債によって投資の財源を賄っています。 

財務活動による CF は、企業債の起債による収入や償還による支出等の資金の増減であり、財

務に関する資金の状況を表しています。令和２年度は、企業債の起債額よりも償還額が大きいた

めマイナスとなっています。なお、今後、企業債の償還期間の満了が進むことにより、償還額の負担が

軽減されていく見込みです。 
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図 4-8 キャッシュ・フロー予測 

 

⑤資金残高 

令和３年度末における資金残高は 9.9億円を見込んでおり、1年以内の短期的支払能力を示

す流動比率は137%となります。一般的に、流動比率は100％以上が望ましいとされており、これを

下回っている場合には短期的な債務を年度末の手元資金だけでは賄うことができないことを意味す

るため、現時点で望ましい財務安全性を有しているといえます。なお、10 年後の計画期間終了時に

は 8.5 億円の資金残高を見込み、企業債の償還が進むことによる流動負債の減少に伴い、流動

比率は 222％と上昇します。安定的な経営のためには必要な資金残高の確保は欠かせないもので

あり、将来の大規模な更新投資の財源確保の観点からも、この水準を維持していきます。 

 
図 4-9 資金残高予測 
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３ 財政計画 

 

これまでの投資、財源に関する試算に基づき策定した財政計画（収益的収支及び資本的収支）

は次頁以降のとおりです。 

本計画期間においては収支均衡が図れていますが、長期的に見ると施設の老朽化に伴う更新投資

が大きくなる見込みであり、将来的に下水道の事業環境が厳しくなっていくことが考えられます。 

また、本町では、下水道使用料に関して平成 9年度の改定以降、消費税の増税を除きその水準を

維持してきました。今後の事業環境の変化に備え、適切な使用料水準について検証・分析を進めると

ともに、確実なストックマネジメントを実践し、事業の平準化や前倒しを行うなど、現状を継続かつより効

率的な経営を行います。 
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第 5章 事後検証・改定方法の検討 

 

計画を着実に実行するため、本経営戦略は毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、５年

に一度（令和 9 年度までに）を目安として計画の見直し（ローリング）を行います。なお、経営環境

の変化によっては５年以内の見直しを行います。 

モニタリングやローリングにあたっては、投資・財政計画と実績との乖離やその原因に対する分析を行

い、その結果を次期経営戦略に反映することとし、計画（Plan）、実施（Do）、検証（Check）、

改善（Action）の PDCA サイクルを継続的に進めていきます。 

また、経営比較分析に関する各種経営指標を活用し、経営環境の類似する他団体の下水道事業

との比較分析を行うなど、経営状況を的確に把握し、経営の健全化や効率化に取り組むものとします。
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